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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 
2019年度

第３四半期連結
累計期間

2020年度
第３四半期連結

累計期間
2019年度

 

(自　2019年
　 ４月１日
 至　2019年
　　12月31日)

(自　2020年
　 ４月１日
 至　2020年
　　12月31日)

(自　2019年
　 ４月１日
 至　2020年
　　３月31日)

経常収益 百万円 22,323 22,701 32,230

経常利益 百万円 4,991 3,916 3,931

親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 3,437 2,643 －

親会社株主に帰属する当

期純利益
百万円 － － 2,232

四半期包括利益 百万円 10,057 11,575 －

包括利益 百万円 － － △5,694

純資産 百万円 112,710 107,719 96,958

総資産 百万円 1,369,127 1,415,896 1,391,333

１株当たり四半期純利益 円 51.63 39.71 －

１株当たり当期純利益 円 － － 33.52

潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益
円 － － －

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
円 － － －

自己資本比率 ％ 7.79 7.19 6.53

 

 

2019年度
第３四半期連結

会計期間

2020年度
第３四半期連結

会計期間

(自　2019年
10月１日

至　2019年
12月31日)

(自　2020年
10月１日

至　2020年
12月31日)

１株当たり四半期純利益 円 20.66 19.91

　（注）１．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については潜在株式がないので記載しておりません。

３．自己資本比率は、（（四半期）期末純資産の部合計－（四半期）期末非支配株主持分）を（四半期）期末資

産の部の合計で除して算出しております。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありま

せん。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重

要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事

業等のリスク」について重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　以下の記載における将来に関する事項は、当第３四半期連結会計期間の末日現在において判断したものでありま

す。

 

(1）財政状態及び経営成績の状況

　当第３四半期連結累計期間の連結経営成績につきましては、経常収益は株式等売却益の増加により、前年同期比

３億77百万円増加し227億１百万円となりました。また、経常費用は貸倒引当金繰入額及び株式等売却損等の増加

により、前年同期比14億52百万円増加し187億84百万円となりました。この結果、経常利益は前年同期比10億75百

万円減少し39億16百万円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比７億94百万円減少

し26億43百万円となりました。

〔預金等〕

　譲渡性預金を含めた預金等につきましては、より一層地域に密着した営業活動を展開いたしました結果、前連

結会計年度末に比べ175億円増加し、当第３四半期連結会計期間末残高は１兆2,525億円となりました。

〔貸出金〕

　貸出金につきましては、事業性貸出金の増加により、前連結会計年度末に比べ212億円増加し、当第３四半期

連結会計期間末残高は8,314億円となりました。

〔有価証券〕

　有価証券につきましては、前連結会計年度末に比べ334億円減少し、当第３四半期連結会計期間末残高は4,436

億円となりました。

 

　セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

　〔銀行業〕

　経常収益は190億円11百万円（前年同四半期連結累計期間比４億23百万円増加）、セグメント利益は36億58百

万円（同10億19百万円減少）となりました。

　〔リース業〕

　経常収益は35億85百万円（前年同四半期連結累計期間比78百万円減少）、セグメント利益は１億19百万円（同

62百万円減少）となりました。

　〔その他〕

　経常収益は５億６百万円（前年同四半期連結累計期間比８百万円増加）、セグメント利益は１億42百万円（同

６百万円増加）となりました。
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①　国内業務部門・国際業務部門別収支

　資金運用収支は123億90百万円、役務取引等収支は５億２百万円、その他業務収支は△３億53百万円となり、

その収支合計は125億39百万円であります。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

資金運用収支
前第３四半期連結累計期間 11,857 1,611 △13 13,482

当第３四半期連結累計期間 11,048 1,332 △10 12,390

うち資金運用収益

前第３四半期連結累計期間
(45)

12,284
1,736 95 13,879

当第３四半期連結累計期間
(28)

11,349
1,393 95 12,618

うち資金調達費用

前第３四半期連結累計期間 426
(45)

125
109 396

当第３四半期連結累計期間 301
(28)

61
106 228

役務取引等収支
前第３四半期連結累計期間 650 2 － 652

当第３四半期連結累計期間 500 1 － 502

うち役務取引等収益
前第３四半期連結累計期間 1,530 4 26 1,508

当第３四半期連結累計期間 1,332 3 31 1,305

うち役務取引等費用
前第３四半期連結累計期間 880 2 26 855

当第３四半期連結累計期間 832 1 31 802

その他業務収支
前第３四半期連結累計期間 2,302 △722 232 1,347

当第３四半期連結累計期間 △204 70 220 △353

うちその他業務収益
前第３四半期連結累計期間 6,074 － 402 5,671

当第３四半期連結累計期間 4,184 95 373 3,905

うちその他業務費用
前第３四半期連結累計期間 3,772 722 170 4,324

当第３四半期連結累計期間 4,388 24 153 4,259

　（注）１．国内業務部門とは当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門とは、当行及び連結子会社の外貨建取引で

あります。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定等は国際業務部門に含めております。

２．相殺消去額とは、連結会社間の内部取引等に係る消去額合計であります。

３．資金運用収益及び資金調達費用の上段の（　）内計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利

息（内書き）であり、合計は控除して記載しております。
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②　国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況

　役務取引等収益は13億５百万円となり、役務取引等費用は８億２百万円となりました。

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

役務取引等収益
前第３四半期連結累計期間 1,530 4 26 1,508

当第３四半期連結累計期間 1,332 3 31 1,305

うち預金・貸出業務
前第３四半期連結累計期間 529 － 3 526

当第３四半期連結累計期間 482 － 6 475

うち為替業務
前第３四半期連結累計期間 433 4 － 437

当第３四半期連結累計期間 413 3 － 417

うち投資信託業務
前第３四半期連結累計期間 269 － － 269

当第３四半期連結累計期間 242 － － 242

うち証券関連業務
前第３四半期連結累計期間 7 － － 7

当第３四半期連結累計期間 3 － － 3

うち代理業務
前第３四半期連結累計期間 236 － － 236

当第３四半期連結累計期間 138 － － 138

うち保護預り・貸金

庫業務

前第３四半期連結累計期間 16 － － 16

当第３四半期連結累計期間 15 － － 15

うち保証業務
前第３四半期連結累計期間 38 0 23 15

当第３四半期連結累計期間 37 － 24 13

役務取引等費用
前第３四半期連結累計期間 880 2 26 855

当第３四半期連結累計期間 832 1 31 802

うち為替業務
前第３四半期連結累計期間 78 2 － 80

当第３四半期連結累計期間 74 1 － 76

　（注）１．国内業務部門とは当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門とは、当行及び連結子会社の外貨建取引で

あります。

２．相殺消去額とは、連結会社間の内部取引等に係る消去額合計であります。
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③　国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況

○　預金の種類別残高（末残）

種類 期別
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

預金合計
前第３四半期連結会計期間 1,163,960 5,131 422 1,168,670

当第３四半期連結会計期間 1,232,481 4,886 646 1,236,720

うち流動性預金
前第３四半期連結会計期間 527,586 － 422 527,164

当第３四半期連結会計期間 614,978 － 646 614,331

うち定期性預金
前第３四半期連結会計期間 631,800 － － 631,800

当第３四半期連結会計期間 614,732 － － 614,732

うちその他
前第３四半期連結会計期間 4,572 5,131 － 9,704

当第３四半期連結会計期間 2,770 4,886 － 7,657

譲渡性預金
前第３四半期連結会計期間 31,133 － － 31,133

当第３四半期連結会計期間 15,855 － － 15,855

総合計
前第３四半期連結会計期間 1,195,094 5,131 422 1,199,804

当第３四半期連結会計期間 1,248,337 4,886 646 1,252,576

　（注）１．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

２．定期性預金＝定期預金＋定期積金

３．相殺消去額とは、連結会社間の内部取引等に係る消去額合計であります。
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④　国内・海外別貸出金残高の状況

○　業種別貸出状況（末残・構成比）

業種別
前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

国内（除く特別国際金融取引勘定分） 809,704 100.00 831,444 100.00

製造業 129,218 15.96 141,358 17.00

農業、林業 1,444 0.18 1,386 0.17

漁業 52 0.01 30 0.00

鉱業、採石業、砂利採取業 992 0.12 1,122 0.13

建設業 38,374 4.74 46,081 5.54

電気・ガス・熱供給・水道業 24,048 2.97 24,520 2.95

情報通信業 12,296 1.52 11,201 1.35

運輸業、郵便業 31,001 3.83 33,076 3.98

卸売業 46,302 5.72 47,417 5.70

小売業 36,585 4.52 38,459 4.63

金融業、保険業 59,755 7.38 59,159 7.12

不動産業 50,576 6.25 48,553 5.84

物品賃貸業 14,425 1.78 17,557 2.11

学術研究、専門・技術サービス業 6,344 0.78 7,426 0.89

宿泊業 2,462 0.30 2,986 0.36

飲食業 4,159 0.51 5,764 0.69

生活関連サービス業、娯楽業 4,677 0.58 5,040 0.61

教育、学習支援業 1,090 0.13 1,175 0.14

医療・福祉 19,856 2.45 19,253 2.32

その他のサービス 18,016 2.22 19,384 2.33

地方公共団体 111,296 13.75 111,304 13.39

その他 196,725 24.30 189,181 22.75

特別国際金融取引勘定分 － － － －

合計 809,704 － 831,444 －

　（注）　「国内」とは、当行及び連結子会社であります。「海外」は該当ありません。

 

(2）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定、経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するため

の客観的な指標等、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第３四半期連結累計期間において、重要な変更及び新たに定めた事項はありません。

 

(3）研究開発活動

該当事項はありません。

 

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 180,000,000

計 180,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2020年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（2021年２月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 67,309,700 67,309,700
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数

100株

計 67,309,700 67,309,700 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

          該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　 該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

2020年10月１日～

2020年12月31日
－ 67,309 － 10,182 － 6,074

 

（５）【大株主の状況】

　 当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」について、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（2020年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

    2020年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 723,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 66,482,100 664,821 －

単元未満株式 普通株式 104,600 － －

発行済株式総数  67,309,700 － －

総株主の議決権  － 664,821 －

 

②【自己株式等】

    2020年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社富山第一銀行
富山市西町５番１号 723,000 － 723,000 1.07

計 － 723,000 － 723,000 1.07

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】
１．当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」

（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠しております。

 

２．当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（自2020年10月１日　至

2020年12月31日）及び第３四半期連結累計期間（自2020年４月１日　至2020年12月31日）に係る四半期連結財務諸表

について、EY新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部   

現金預け金 67,959 110,096

商品有価証券 152 145

金銭の信託 700 700

有価証券 ※２ 477,085 ※２ 443,644

貸出金 ※１ 810,197 ※１ 831,444

外国為替 1,548 1,710

リース債権及びリース投資資産 8,589 9,443

その他資産 12,523 11,065

有形固定資産 10,547 10,089

無形固定資産 1,198 1,098

繰延税金資産 4,360 521

支払承諾見返 2,512 2,514

貸倒引当金 △6,043 △6,578

資産の部合計 1,391,333 1,415,896

負債の部   

預金 1,183,843 1,236,720

譲渡性預金 51,133 15,855

コールマネー及び売渡手形 35,000 -

借用金 15,711 47,045

その他負債 3,296 3,451

役員賞与引当金 22 17

退職給付に係る負債 519 314

睡眠預金払戻損失引当金 84 68

偶発損失引当金 117 164

繰延税金負債 1,365 1,268

再評価に係る繰延税金負債 767 755

支払承諾 2,512 2,514

負債の部合計 1,294,375 1,308,176
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

純資産の部   

資本金 10,182 10,182

資本剰余金 6,076 6,266

利益剰余金 75,546 77,408

自己株式 △405 △380

株主資本合計 91,400 93,477

その他有価証券評価差額金 △1,766 7,158

土地再評価差額金 1,467 1,437

退職給付に係る調整累計額 △224 △169

その他の包括利益累計額合計 △522 8,426

非支配株主持分 6,080 5,815

純資産の部合計 96,958 107,719

負債及び純資産の部合計 1,391,333 1,415,896
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

経常収益 22,323 22,701

資金運用収益 13,879 12,618

（うち貸出金利息） 6,635 6,451

（うち有価証券利息配当金） 7,214 6,132

役務取引等収益 1,508 1,305

その他業務収益 5,671 3,905

その他経常収益 ※１ 1,263 ※１ 4,871

経常費用 17,331 18,784

資金調達費用 396 228

（うち預金利息） 384 214

役務取引等費用 855 802

その他業務費用 4,324 4,259

営業経費 9,625 9,591

その他経常費用 ※２ 2,129 ※２ 3,903

経常利益 4,991 3,916

特別損失 169 75

固定資産処分損 1 2

減損損失 168 73

税金等調整前四半期純利益 4,822 3,840

法人税、住民税及び事業税 1,193 1,170

法人税等調整額 41 △92

法人税等合計 1,235 1,078

四半期純利益 3,587 2,761

非支配株主に帰属する四半期純利益 149 118

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,437 2,643
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

四半期純利益 3,587 2,761

その他の包括利益 6,470 8,813

その他有価証券評価差額金 6,420 8,759

退職給付に係る調整額 50 54

四半期包括利益 10,057 11,575

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 9,222 11,622

非支配株主に係る四半期包括利益 835 △47
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【注記事項】

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症の影響

　前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定

は、直近の新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえ見直しを行った結果、重要な変更を行っておりませ

ん。

　なお、当該仮定は不確実性が大きく、今後の状況の変化によって判断を見直した結果、当連結会計年度の連結

財務諸表において重要な影響を与える可能性があります。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※１．貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2020年３月31日）
当第３四半期連結会計期間

（2020年12月31日）

破綻先債権額 994百万円 1,052百万円

延滞債権額 16,897百万円 19,486百万円

３ヵ月以上延滞債権額 107百万円 14百万円

貸出条件緩和債権額 2,636百万円 2,489百万円

合計額 20,635百万円 23,043百万円

　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

 

※２．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証

債務の額は次のとおりであります。

前連結会計年度
（2020年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（2020年12月31日）

2,241百万円 2,065百万円

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１．その他経常収益には、次のものを含んでおります。

 
 
 

前第３四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

 貸倒引当金戻入益 205百万円 -百万円

 償却債権取立益 2百万円 2百万円

株式等売却益 927百万円 4,837百万円

 

※２．その他経常費用には、次のものを含んでおります。

 
 
 

前第３四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

貸出金償却 4百万円 5百万円

貸倒引当金繰入額 -百万円 715百万円

株式等償却 1百万円 0百万円

株式等売却損 2,017百万円 2,941百万円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりでありま

す。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 2019年４月１日

至 2019年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年12月31日）

減価償却費 794百万円 827百万円

 

（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）

1．配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月27日

定時株主総会
普通株式 468 7.00 2019年３月31日 2019年６月28日 利益剰余金

2019年11月８日

取締役会
普通株式 465 7.00 2019年９月30日 2019年12月５日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

1．配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月26日

定時株主総会
普通株式 465 7.00 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金

2020年11月６日

取締役会
普通株式 332 5.00 2020年９月30日 2020年12月４日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間の末日後となるもの

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）

１．報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：百万円）

 報告セグメント
その他 合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額 銀行業 リース業 計

経常収益        

外部顧客に対する経

常収益
18,467 3,397 21,864 458 22,323 － 22,323

セグメント間の内部

経常収益
120 266 387 39 426 △426 －

計 18,587 3,664 22,251 497 22,749 △426 22,323

セグメント利益 4,678 181 4,860 136 4,996 △4 4,991

　（注）１．一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

２．「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業務及び金

銭の貸付等の業務を含んでおります。

３．セグメント利益の調整額△４百万円は、セグメント間取引消去であります。

４．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　銀行業セグメントにおいて、営業用店舗２ヵ店の土地、建物及び動産について帳簿価額を回収可能額ま

で減額し減損損失を計上しております。

　なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては、168百万円であります。

 

当第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

１．報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：百万円）

 報告セグメント
その他 合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額 銀行業 リース業 計

経常収益        

外部顧客に対する経

常収益
18,890 3,345 22,235 466 22,701 － 22,701

セグメント間の内部

経常収益
121 240 361 40 402 △402 －

計 19,011 3,585 22,597 506 23,103 △402 22,701

セグメント利益 3,658 119 3,778 142 3,920 △4 3,916

　（注）１．一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

２．「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業務及び金

銭の貸付等の業務を含んでおります。

３．セグメント利益の調整額△４百万円は、セグメント間取引消去であります。

４．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　銀行業セグメントにおいて、営業用店舗３ヵ店の土地及び建物について帳簿価額を回収可能額まで減額

し減損損失を計上しております。

　なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては、73百万円であります。
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（有価証券関係）

※１．本項目は企業集団の事業の運営において重要なものとして記載しております。

※２．四半期連結貸借対照表の「有価証券」を記載しております。

 

　１．満期保有目的の債券

前連結会計年度（2020年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

国債 6,090 6,556 466

地方債 799 815 15

社債 5,145 5,193 48

その他 906 913 7

合計 12,941 13,479 538

 

当第３四半期連結会計期間（2020年12月31日）

 
四半期連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

国債 6,085 6,570 484

地方債 799 809 9

社債 3,736 3,765 29

その他 1,564 1,585 21

合計 12,186 12,731 545
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　２．その他有価証券

 

前連結会計年度（2020年３月31日）

 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

株式 73,998 75,433 1,435

債券 149,351 151,261 1,909

国債 83,337 84,599 1,262

地方債 17,984 18,195 211

社債 48,030 48,466 435

その他 235,716 232,899 △2,817

合計 459,066 459,594 527

 

当第３四半期連結会計期間（2020年12月31日）

 取得原価（百万円）
四半期連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

株式 68,481 78,567 10,085

債券 122,191 123,810 1,619

国債 63,155 64,344 1,189

地方債 15,051 15,193 142

社債 43,984 44,272 288

その他 223,176 224,555 1,379

合計 413,849 426,933 13,084

　（注）その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復

する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額（連結貸借対

照表計上額）とするとともに、評価差額を当第３四半期連結累計期間（連結会計年度）の損失として処理（以下

「減損処理」という。）しております。

前連結会計年度における減損処理額は、246百万円（株式246百万円）であります。

当第３四半期連結累計期間において、減損処理は行っておりません。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、期末日における時価の簿価に対する下落率が30％以

上の銘柄について減損処理の対象とし、下落率が50％以上は、一律減損処理しております。また、下落率が30％

以上50％未満の銘柄については、格付等を考慮した所定の基準に基づき減損処理しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

１株当たり四半期純利益 円 51.63 39.71

（算定上の基礎）    

親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 3,437 2,643

普通株主に帰属しない金額 百万円 － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 3,437 2,643

普通株式の期中平均株式数 千株 66,581 66,566

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないので記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

中間配当

　2020年11月６日開催の取締役会において、第110期の中間配当につき次のとおり決議しました。

中間配当金額 332百万円

１株当たりの中間配当金 ５円00銭
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

  2021年２月10日

株式会社富山第一銀行   

 

 取締役会　御中  

 

 EY新日本有限責任監査法人  

 東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 細野　和也　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 安田　康宏　　印

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社富山第

一銀行の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2020年10月１日から2020年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社富山第一銀行及び連結子会社の2020年12月31日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要

な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手

続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される

年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四

半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適

切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の

結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と

して存続できなくなる可能性がある。

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基

準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸

表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせ

る事項が認められないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人

は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人

の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行が別途保管

しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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